
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
          

 

～ あ ら す じ ～ 

物語はとある村から始まります。 

その村では、とても評判のよい「村長」が 

きまりをつくることがならわしと 

なっていました。そんなある日、突如として 

「この橋、馬は渡るべからず」 

という立て札が…！村人たちは悩みます。 

どういうことだろう？あの村長が？ 

あっと驚く真相とは…？ 

こ ど も 法 教 育 講 座 

解釈のちから 
～紙芝居で学ぶ法教育～ 

私たちの生活の中には、たくさんの「きまり(ルール)」があるよね。 

でも、ルールなんてないほうが、もっと自由で楽しいかもしれない…。 

さてさて、村の村長さんがある日突然作った奇妙なルールに村人たちは大騒ぎ。 

ルールって一体何なのか、村人たちと一緒に考えてみよう。 

 

 

 

京 都 司 法 書 士 会  主 催 

 

 開催日時：令和３年３月２８日（日曜日） 
 午前１０時００分～午前１１時３０分 

 
対  象：小学校４年生、５年生 １５名 

 
 開催方法：オンライン開催（ＺＯＯＭを使用） 

主  催：京都司法書士会 

共  催：日本司法書士会連合会・近畿司法書士会連合会 
お申込方法  ※申込締切 令和３年３月１６日 
裏面申込書に必要事項を記載の上、FAXしていただくか、下記のＵＲＬまたはＱＲコード 

から京都司法書士会こども法教育講座申込フォームにアクセスし、必要事項をご入力の上、 
お申し込みください。 ＵＲＬ⇒ https://forms.gle/4G6fw1pmdk3qKGnw5 ＱＲコード⇒ 
                                         
こども法教育講座はビデオ会議システムＺＯＯＭを使用して開催いたします。ご参加いた  

だく際はパソコンかタブレットをご利用ください。スマートフォンでの参加はご遠慮ください。 
また、ご参加いただく際の通信費は参加者のご負担となりますのでご了承ください。 

※当選のお知らせ  申込多数の場合は抽選とさせていただきます。ご希望に添えない場合もござい 
ますので、予めご了承ください。 当選された方にのみ、３月２０日（土）までにご登録のメールア 
ドレスへお知らせいたします。 

  

 後  援：法テラス本部・法テラス京都・ 
京都地方法務局・京都府教育委員会・ 
京都市教育委員会・京都新聞・朝日新聞 
京都総局・司法書士法教育ネットワーク 

問合せ先：京都司法書士会事務局 
      電話 ０７５－２４１－２６６６ 

（平日：午前９時 ～ 午後５時） 

https://forms.gle/4G6fw1pmdk3qKGnw5


（送信先 ： FAX ０７５－２２２－０４６６） 

３月２８日(日)開催の「こども法教育講座」に申し込みます。 

令和３年   月   日 

住 所 
〒    －      

 

（ ふりがな ） 

お子様の氏名 

（              ） 

 

小学校 

         年生 

保護者氏名 
 

電 話 番 号 

（平日の昼間にご連絡可能な電話番号をご記入下さい。） 

E ﾒｰﾙアドレス 
（保護者の方のアドレスをお願いします。） 

ご使用機材  □ パソコン □ タブレット ※スマートフォンでの参加はご遠慮ください。 

当日の模様は、記録・報告・今後の資料として録画等をさせて頂きますのでご了承下さい。 

申込書に記載された個人情報は、当こども法教育講座以外の目的には使用いたしません。 

申込フォーム以外からの場合は、上記申込書にご記入の上、京都司法書士会事務局まで、ＦＡＸ

または郵送にてお申し込み下さい。 

申込締切   令和３年３月１６日（火） （必着） 

※申込者多数の場合は、抽選となります。 

当選者の発表は当選ハガキの発送をもってかえさせていただきます。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【申込・問合せ先】（平日：午前９時 ～ 午後５時） 

京都司法書士会事務局  ＴＥＬ：０７５－２４１－２６６６ 

〒604-0973 京都市中京区柳馬場通夷川上ル五丁目２３２番地の１ 

こ ど も 法 教 育 講 座 申 込 書 

申  込  方  法 


